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  令和元年 11 月 

 自 動 車 局  

 

道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（仮称）案及び 

自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示（仮称）案 

について 
 

１．背景 

現在、我が国の自動車保有台数は 8,000 万台を超え、自動車は国民生活に欠くこと

のできないものとなっている。このため、自動車技術の進展や自動車を取り巻く様々な

状況の変化を踏まえつつ、自動車の安全の確保と環境の保全、国民や地域の多様なニー

ズへの対応に取り組むことが必要である。 

第 198 回国会にて成立した、道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律

第 14号。以下「改正法」という。）により、分解整備の範囲を対象装置の取り外しを行

うものに限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造に拡大す

るとともに、対象装置として、レベル３以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自

動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われたところであり、

これらの作業を行った場合にはその内容を点検整備記録簿に記載することが必要とな

る。このほか、自動車メーカーから特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な

技術情報の提供が義務付けられるとともに、自動車の電子的な検査に必要な技術情報

の管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせる規定等が整備され

た。 

これに伴い、道路運送車両法施行規則（昭和 26年運輸省令第 74号）、自動車点検基

準（昭和 26 年運輸省令第 70 号）、自動車の点検及び整備に関する手引（平成 19 年国

土交通省告示第 317 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

 

２．改正概要 

（１）道路運送車両法施行規則の一部改正 

従来の分解整備に該当する作業に加え、新たに特定整備の対象となる作業を規定

し、その作業に応じた認証を受けられるよう以下の改正を行うほか、所要の改正を行

う。（なお、従来の分解整備に該当する作業の認証に係る要件に変更はない。） 

① 新たに特定整備の対象となる作業として、自動運行装置の取り外しや当該装置の

作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造並びに道路運送車両の保安基準が

適用される衝突被害軽減制動制御装置及び自動命令型操舵機能に係る装置の一部

として前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外

線レーザーの取り外し又は機能調整（電子制御装置の機能調整を含む。以下「エー

ミング」という。）等により行う自動車の整備又は改造を「電子制御装置整備」（仮

称）として規定する。（第３条関係） 

② 自動車の電子的な検査に必要な技術情報の内容を規定する。（新設） 

③ 新たに電子制御装置整備を事業として行う場合の認証基準として、設備及び従業

員の基準を規定する。（第 57条関係） 

（設 備）電子制御装置点検整備作業場（仮称）（※）、整備用スキャンツール及び

水準器の設置を義務付け（従来どおり車両置場は必要。） 

※点検整備作業場等と兼用可。規模の基準については次表参照 

（従業員）２名以上とし、うち１名は一級自動車整備士（二輪除く）であるか、一

別紙 
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級二輪自動車整備士、二級自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気

装置整備士であって、国が定める講習を受講し、知識及び技能を習得した者

とする。（整備主任者の要件も同様とする。） 

（その他）ターゲット等の専用器具や整備に必要な情報について入手する方法等を

求めるほか、自動運行装置の認証には、点検整備に必要な技術情報を自動車

メーカー等から入手できることを求めることとする。 

 

表：電子制御装置点検整備作業場の規模の基準 

対象とする自動車 電子制御装置点検整備作業場の規模の基準（奥行×間口） 

普通（大） 16ｍ×５ｍ（うち屋内７ｍ×５ｍ） 

普通（中） 13ｍ×３ｍ（うち屋内７ｍ×３ｍ） 

普通（小） ７ｍ×2.5ｍ（うち屋内３ｍ×2.5ｍ） 

普通（乗） ６ｍ×2.5ｍ（うち屋内３ｍ×2.5ｍ） 

小型四輪 ６ｍ×2.5ｍ（うち屋内３ｍ×2.5ｍ） 

小型三輪 ６ｍ×2.5ｍ（うち屋内３ｍ×2.5ｍ） 

小型二輪 ------- 

軽自動車 5.5ｍ×２ｍ（うち屋内４ｍ×８ｍ） 

 

④ 特定整備の認証を受けた事業場において掲げる標識の様式（塗色、表示内容等）

を規定する。（第 62条関係） 

⑤ カメラ、レーダー等の取り付けられているバンパ、窓ガラス等の脱着後に、カメ

ラ、レーダー等のエーミング等の作業を適切に実施するよう規定するとともに、電

子制御装置整備において、整備作業が適切に完了しなくなるおそれがある作業につ

いては、自動車製作者等から提供される自動車の型式に固有の技術上の情報に基づ

いて点検整備を行う旨を、自動車特定整備事業者が遵守すべき事項として規定す

る。（第 62条の２の２関係） 

 

（２）自動車点検基準の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の定期点検基準を規定する。（第２条

及び第５条関係） 

② 自動車（大型特殊自動車、被牽引自動車及び二輪自動車を除く。）について 12月

ごとの定期点検項目に、原動機、制動装置、アンチロックブレーキシステム、前方

のエアバッグ及び側方のエアバッグの異常を示す警告灯並びに衝突被害軽減制動

制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る警告灯の点灯状態が確認で

きた場合、「車載式故障診断装置の診断の状態」を点検することを規定する。（第５

条関係） 

③ 自動車製作者等が自動車特定整備事業者等に提供しなければならない自動車の

型式に固有の技術上の情報の内容及び提供方法を規定する。（第７条関係） 

 

（３）優良自動車整備事業者認定規則（昭和 26 年運輸省令第 72号）の一部改正 

（２）①及び②の改正に伴い、優良自動車整備事業者（一種・二種整備工場に限る。）

の標識（塗色）を新たに規定する（第８条関係）ほか、所要の改正を行う。 

 

（４）指定自動車整備事業規則（昭和 37年運輸省令第 49号）の一部改正 
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（２）①の改正に伴い、指定自動車整備事業者が有償貸渡しの用に供する自家用二

輪自動車の保安基準適合証を交付するために行う点検の基準を規定する（第６条関

係）ほか、所要の改正を行う。 

 

（５）国土交通省令の経過措置の規定 

以下の経過措置を規定するほか、所要の経過措置を規定する。 

① 従来の分解整備に該当する作業を除き、道路運送車両の保安基準の適用にかかわ

らず、自動ブレーキやレーンキープ機能に係るカメラ、レーダー等の機能調整等の

ほか、カメラ、レーダー等の取り付けられているバンパ、窓ガラス等の脱着につい

て、改正法の施行の際に行っていた作業の範囲に限り、改正法施行日から起算して

４年を経過する日までの間、引き続き事業として経営することができる旨の経過措

置を規定する。 

② 指定自動車整備事業の指定については、自動車点検基準の改正後において、改正

法施行日から起算して４年を経過する日までの間、電子制御装置整備の対象となる

装置を備え付けていない自動車に限定した指定自動車整備事業の指定を認める旨

の経過措置を規定する。 

 

（６）自動車の点検及び整備に関する手引の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 「車載式故障診断装置の診断の状態」の点検の実施方法を規定する。 

② 有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の定期点検の実施方法を規定する。 

 

（７）自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準（平成 7 年運輸

省告示第 375 号）の一部改正 

整備用スキャンツールについて、電子制御装置整備の対象となる装置の故障コード

を読み取ることができること等の技術上の基準を規定する。（新設） 

 

（８）道路運送車両法施行規則第五十七条第四号の規定に基づく国土交通大臣の定める

作業機械等（昭和 53年運輸省告示第 70 号）の一部改正 

（７）の基準に適合しなければならないものとして、整備用スキャンツールを追加

する。 

   

（９）車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針（平成 23年国土交

通省告示第 196 号）の一部改正 

（２）③の改正に伴い、自動車製作者等が自動車特定整備事業者等に提供しなけれ

ばならない技術上の情報の内容及び提供方法に関する規定を削除する。（第４条及び

第６条関係） 

 

（10）その他の関係法令の一部改正 

上記のほか、関係法令について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール（予定） 

  公布：令和２年１月 

  施行：改正法の施行日：（１）、（２）の③、（５）の①、（７）、（８）、（９） 

     令和２年１０月：（２）の①、（４）、（６）の② 

     令和３年１０月：（２）の②、（３）、（５）の②、（６）の① 


